
東京の区からみた大阪都構想

前中野区長 田中大輔

要点

１．東京の特別区とは全く違う大阪特別区。遥かに進んだ自治体を実現する

２．大阪都構想の実現は東京の区にとって、大きく変わるきっかけになり得るインパクト

３．大阪のポテンシャルを最大限に引き出す新たな都をつくれるか

４．身近な自治体である区の良さや魅力をどこまでいかせるか

［田中前中野区長（大阪府市特別顧問）提出資料］

資料３－２
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東京都 面積2,194㎢
特別区 面積 619㎢

大阪府 面積1,899㎢
大阪市 面積 223㎢

島嶼部 面積297㎢

東京と大阪
地形で比べてみれば

東京の島嶼部を引けば面積はほぼ同じ
大阪市は23区の約3分の１
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東京は江戸以来の政治都市
ー政治に群がる経済や文化

日本の中心ー三権、経済、
学術、文化、マスコミ

明治から始まった都市計画

日本橋にある道路元標
7国道の起点

鉄道発祥の地ー新橋
二つの玄関ー東京、上野

鉄道も道路も放射と環状

放射鉄道と地下鉄の連結
で都心に乗り入れ

東京ー中央集権の主舞台、いくらでも集積が出来、どの方向にも伸びていける
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大阪ー流通と文化、瀬戸内海と内陸を結ぶ。加工力と創意工夫、付加価値生産性の高いまち

大阪は有史以来の歴史都市
人の活動が活動を呼ぶ

権力によらず
民力で発展した数百年

水上と陸上の中継地経済
商品化・価値創造能力

市場経済の中心として
発達した経済機構

進取の気風と土着の誇り、
文化、活力ある市民性

近代以降の都市づくりに遅
れー中央集権国家の影響

都市計画の不在
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東京と大阪の道路ネットワーク
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都心（東京駅、梅田駅）までのアクセス比較

東京 大阪

出発地 自動車 距離 電車 乗換回数 出発地 自動車 距離 電車 乗換回数

板橋区役所 20 12.8 30 1 吹田市役所 21 8.5 27 0

練馬区役所 36 18.4 42 1 豊中市役所 26 9.7 31 0

杉並区役所 33 17.5 39 1 摂津市役所 23 14.5 45 1

世田谷区役所 27 12.9 50 3 守口市役所 34 17.6 45 1

太田区役所 28 16 31 0 門真市役所 24 7.8 31 1

足立区役所 23 15.3 44 1 大東市役所 36 12.3 37 2

葛飾区役所 24 14.2 45 2 東大阪市役所 20 12.7 40 1

江戸川区役所 18 12 32 1 八尾市役所 30 20.2 44 2

松原市役所 24 18 45 1

平均 26.125 14.8875 39.125 1.25 平均 26.4444 13.4778 38.3333 1

※NAVITIMEで検索した結果
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事務分担

○ 大阪市と大阪府が現在実施している事務について「基礎自治体」と「広域自治体」の役割分担を徹底
[特別区] 住民に最も身近な存在として、豊かな住民生活や地域の安全・安心を支えるため、中核市並みの権限を基本に住民に身近な事務は特別区が実施

※なお、専門性、公平性、効率性の確保が特に必要な事務については、一部事務組合等により共同で実施

[大阪府] 特別区を包括する広域自治体として、大阪都市圏の成長を支え、大阪全体の安全・安心を確保するため、大阪全体の成長、都市の発展、安全・安心に関
わる事務を実施

○ 住民サービスの適正な引継ぎ、水準の維持
・特別区と大阪府は、現在の住民サービスを低下させないよう適正に事務を引き継ぐ

・特別区の設置の際は、大阪市が実施してきた特色ある住民サービスは内容や水準を維持する
（特別区の設置の日以後も、特別区と大阪府は地域の状況や住民ニーズも踏まえながら、内容や水準を維持するように努めるものとする）

特

別

区

・戸籍、住民基本台帳 ・保育、子育て支援

・児童相談所 ・生活保護 ・保健所、保健センター

・地域のまちづくり ・区道 ・地域の公園

・地域の企業支援 ・防災 ・環境監視

・幼稚園、小学校、中学校 など

大

阪

府

既存の事務
・救急医療対策 ・職業能力開発
・市町村への支援、連絡調整 ・警察 など

府に一元化
・成長戦略 ・広域的なまちづくり ・港湾
・広域的な交通基盤整備 ・防災に重要な大規模公園
・成長分野の企業支援 ・病院 ・高等学校 ・大学 など

市から承継 ・消防 ・水道 など

大阪全体の成長、都市の発展及び 安全・安心に関わる事務

・戸籍、住民基本台帳 ・保育、子育て支援 ・児童相談所 ・生活保護

・保健所、保健センター ・地域のまちづくり ・市道 ・地域の公園

・地域の企業支援 ・防災 ・環境監視 ・幼稚園、小学校、中学校 ・水道 など

・成長戦略 ・広域的なまちづくり ・港湾 ・広域的な交通基盤整備

・大規模な公園 ・成長分野の企業支援 ・病院 ・高等学校 ・大学 など

大

阪

市

住民に身近な事務

広域的な事務

■ 特別区と大阪府の事務の分担（イメージ）

・救急医療対策 ・職業能力開発 ・市町村への支援、連絡調整
・警察 など

【大阪市でも担っている事務】

・成長戦略 ・広域的なまちづくり ・港湾 ・広域的な交通基盤整備

・大規模な公園 ・成長分野の企業支援 ・病院 ・高等学校 ・大学 など

大

阪

府

広域的な事務

住民に身近な事務

（現 在） （特別区設置後）

※現在の24区役所の
窓口サービスは
区役所（地域自治区
の事務所）で実施

（広域的な事務は、知事と市長の方針が一致し、
協議・調整の整ったものについて連携）

８
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大阪と東京 特別区の比較

大阪 東京

区の数 4 23

沿革
府市の再編
24の行政区を統合再編

戦前の行政区から移行

人口 60～75万人 ６～90万人

区の事務権限
中核市を基本に政令市・府の一
部の事務

一般市並みプラス保健所設置市

市権限の内、府・
都の権限となるも
の

現府・市が行っている広域事務
の内、列挙するもの（限定列
挙）

大都市行政の一体性及び統一性
を確保する事務（概括規定で無
制限）

財源構成
個人市民税、市町村たばこ税、
軽自動車税等

個人市民税、市町村たばこ税、
軽自動車税等

財政調整の財源

法人市民税、固定資産税、特別
土地保有税、法人事業税交付金
相当額、地方交付税交付金相当
額

法人市民税、固定資産税、特別土
地保有税、法人事業税交付金相
当額

財調の配分率 区78.7％対府21.3％ 区55％対都45％

目的2税の取扱い
目的2税交付金として交付。実
績見合いで区53％対府47％

都市計画税のみ実績に関わらず、
都の予算で交付

交付金の特例
特別区設置から10年間、20億
円を加算

―

都区協議会
4区長と府知事で構成。協議不
調に備え第3者機関を設置

8区長と都知事及び都知事が指
名する都職員7人で構成

議会定数
18から23。現大阪市会の各区
の定数を引き継ぐ

25から50。各区が条例で決めた
もの

地域自治組織
旧行政区に地域自治区・地域協
議会

特になし

事務分担① 中核市の事務 一般市の事務

同②
地域まちづくり、住民生活密
着の都市基盤整備等の事務

保健所設置市の事務

同③
府や政令市の権限にかかる事
務のうち、住民に身近な事務

都から移譲された一部の事務

同④
現大阪市の独自任意事務で府
に移行しない事務

府・都が担う事務
大阪全体の成長、都市の発展、
安全・安心に関わる事務

大都市行政の一体性及び統一性
確保のため必要な市の事務

一部事務組合①
介護保険事業、水道事業及び
工業用水道事業

特別区人事厚生事務組合（人
事・企画、法務、厚生施設、研
修、特別区教育委員会事務局）

同② 住民情報系７システムの管理 清掃一部事務組合

同③
福祉施設13類型、市民利用施
設10類型、その他5類型

特別区競馬組合

同④
未利用の大阪市保有財産の一
部管理

機関共同設置①
監査委員及び監査委員事務局

同②
心身障がい者リハビリテー
ションセンター

区以外を含む共同
処理①

水防事務組合（3組合） 都後期高齢者医療広域連合

同②
府後期高齢者医療広域連合

同③
大阪広域環境施設組合（一般
廃棄物焼却処理事業等）

網掛け部分に注目!!。東京23区の自治権の貧弱さが
見える。大阪の特別区の新しさと難しさも見える

9



0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

917,486

739,435

739,303

734,493
709,516

700,079

691,298

636,454

595,912
574,118 571,357

521,835

464,550

401,704

353,908

348,452

335,234

290,246

281,474

274,896
260,379

229,671

226,114

217,146
202,431

168,361

65,942

大阪と東京 特別区の人口規模

淀川区

天王寺区中央区北区
※東京：住民基本台帳データ(令和2年1月1日)より
※大阪：「特別区のすがた」より
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都（府）区の財源調整イメージ

◇東京＝住民税法人分・固定資産税・特別土地保有税

配分時 区側55％（厳しい算定） 都側45％

執行時 各区事業経費に充当 都事業全般の経費に充当

◇大阪＝住民税法人分・固定資産税・特別土地保有税・地方交付税交付金・法人事業税交付金

配分時 区側78.7％（算定） 都側２
１．３％

各区事業経費に充当
定められた
経費に充当執行時 府県事務の事業（府財源を充当）

【都（府）区財政調整制度】

【目的2税の取り扱い】

◇東京

都の予算により都市計画交付金を交
付。協議の対象外。事業実績に見合わ
ず

目的税交付金として、実績見合いで特別区に交付

◇大阪

配分無し
全額都財源

都側の経費は使途の特定も積算もなく、区
民の財源の一部が区以外で使われている

定められた広域業務に使われ、積算内訳も明白

都市計画税 事業所税 都市計画税・事業所税
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一般財源比較（住民一人当たり）

総 額
（百万円）

住民一人当たり
（万円）

税収等 1,319,536 14.2

都市計画交付金 19,452 0.2

特別区財調交付金 987,804 10.7

一般財源 計 2,326,792 25.1

※平成28年度決算数値
※人口は、東京23区が9273千人、大阪特別区が2691千人、
近隣中核市全体が2595千人。（平成27年国勢調査）

※近隣中核市は、組織体制の検討に用いられた６市（豊中、
高槻、枚方、東大阪、尼崎、西宮）。

※参考 国家公務員の地域手当は23区20％、大阪16％

東京特別区と遜色ない大阪特別
区の一般財源規模

東京23区 総 額
（百万円）

住民一人当たり
（万円）

税収等 249,632 9.3

目的税交付金 44,118 1.6

特別区財調交付金等 355,333 13.2

一般財源 計 649,084 24.1

大阪特別区

総 額
（百万円）

住民一人当たり
（万円）

税収等 470,378 18.1

地方交付税等 99,033 3.8

一般財源 計 569,411 21.9

（参考）
近隣中核市
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自治体の長は有権者全体の意思を勘案しつつ、地域にとって最適の解を模索

地域にはその場所、地域単位、住民集団ごとに特徴や課題がある。身近な単位で最適な解決策

N.小学校教育

G.生活困窮

H.子育て支援D.障がい福祉 L.特別支援教育

A.要介護

T.健康づくり

C.孤立

U.生きがい

AG.環境

AI.都市型水害対策

S.医療

AL.バリアフリー

AK.街のにぎわ
い.

M.幼児教育

AR.多様性

AM.国際化

AA.避難所

J.保育・学童保育 X.特殊詐欺

AH.開かずの踏切

AF.町会の衰退

V.交通弱者

W.買い物難民 AB.広域避難場所

AN.産業活性化

K.児童虐待

B.認知症

E.難病

F.住宅弱者

I.子どもの貧困

O.中学校教育

P.感染症

R.疾病

Q.予防

V.生涯学習

W.就労支援 Z.安全安心

AC.不燃化・耐震化

AD.弱者防災

AE.福祉・医療避難所

AO.道路

AP.公園

AQ.商店街

生活に根ざした幅広い住民ニーズ

二アイズベター 270万市長より70万区長のサービスが良くなる理由

協働調整 実態把握住民参加 施策のPDCA意見交換日々の活動

政策目標は全市民の公益 270万人の最大公約数 実状によりマッチ!! 70万人の最大公約数

地域自治団体

医療介護福祉の社会資源 ボランティア

NPO地域防災組織

企業 PTA

地域に根ざした様々な活動主体

住宅街 商業地域 オフィス街 文教地区 飲食街 工業地区

田畑 山林 公園 緑 河川 高地 低地 新興街区 伝統街区

社寺 文化財 スポーツ施設 自動車交通 電車 道路状況

地域ごとに違う事情・環境

各種団体
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ⅰ.普遍的だが不均一なニーズ
待機児対策、介護予防、コミュニティ支援、地域包括ケア対策、弱者防災、地域コミュニティによる見守り・支え合い、

商店街振興、デマンド交通、地域安全等…全市均一な政策づくりよりも現場に即した対応が必要

ⅱ.偏在的で経費の大きいニーズ
開かずの踏切対策、学校の建て替え、防災街区整備等…全市レベルの優先順位があり、個別事情が通りにくい

ⅲ.関係者調整が複雑なニーズ
医療・予防接種、区画整理、生活道路の拡幅、駅ごとの帰宅困難者対策等…関係団体等とトップの間近での調整が必要

超大規模自治体が機動的に問題解決しにくい事例

自治体の規模の大小

財政規模ー大きければ、効率的な運用の余地があり、きめ細かな事業に対応できる（ex.子ども医療費）
◇人口70万人は単独でも政令指定市にもなれる位大きいので、財政の規模のメリットも享受できる‼

意志決定の速度ー本庁組織が大きく、意思決定の階層が多いほど、遅くなる
◇局制を敷く政令市より、部制の特別区の方が素早い意思決定が可能。急なニーズに即対応!!

自主的な政策ー大規模な自治体は権限委譲により、権限が大きくなり、自主的に大胆な政策が実行できる
◇構想中の大阪の特別区は一般市の権限に加え、中核市の権限、政令市の権限の内の身近な部分、大阪市の実施してい
る府事務の一部を所管。一般の中核市よりずっと大きな権限を有する!!

住民参加ー組織の大きい団体より、トップと住民の距離が近い団体の方が住民の声を受け止めやすい
◇4つの区には現在の行政区単位の地域協議会が設けられ、区長と区民の連携・協働で参加の区政!! 14



品川区の事例 品川成年後見センター
品川区社会福祉協議会への委託事業

主な事業 ①成年後見の制度利用相談・手続き支援②法人後見人等の受任③後
見監督人等の受任④あんしんサービス事業⑤成年後見申立の代理申請⑥成年後
見人報酬等助成事業実施⑦市民後見人の養成⑧成年後見人制度の普及・啓発
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千代田区の事例 生活環境条例
歩きたばこの罰則付き禁止など

平成14年の制度施行時には歩きタバコに罰金を課すということで、全国
的に話題になった。直接、影響をこうむる隣接区をはじめ、同様に条例で
歩きタバコを禁じる区は出たが、罰金を徴収するところはない。
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足立区の事例 初の区施行による
鉄道の連続立体交差事業

東武伊勢崎線竹ノ塚駅付近の開かずの踏切。2005年、遮断機の誤操作で4人
の死傷事故が発生。東京都は開かずの踏切対策で他に優先順位が高い箇所が
あるとして、事業化されていなかった。住民の強い要望を受け、区が事業化
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渋谷区の事例 渋谷駅周辺まちづくり 100年に一度と言われる大改造が進んでいる渋谷駅周辺。特定都市再生緊急整備地
区やアジアヘッドクォーター特区など指定を受け、国・都・区が協力して推進
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